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新潟大学志願者への入学検定料免除について

　新潟大学では，災害等の被災者の経済的負担を軽減し，進学機会の確保を図るため，入学検定

料免除の特別措置を行います。

　免除の対象となる災害及び被災地域など，免除に関する詳細については，新潟大学ホームペー

ジ「受験生特設サイト」をご覧ください。

　受験生特設サイト　https://www.niigata-u.ac.jp/examinee/
　　入試情報→被災した学生への特別措置

新型コロナウイルス感染症に関する注意事項

　新型コロナウイルスの感染拡大状況等により，本募集要項の内容に変更が生じた場合は，以下

のホームページ等により周知しますので，出願前や受験前は特にご注意願います。

　新潟大学大学院教育実践学研究科ホームページ

　　https://www.ed.niigata-u.ac.jp/kyousyoku/

　また，「新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する注意事項」は，下記ホームページにて

最新情報を随時更新しています。出願前や受験前にあわせてご確認ください。

　　https://www.niigata-u.ac.jp/admissions/graduate/gr_covid_19/



大学院教育実践学研究科の入学者受入方針 

（アドミッション・ポリシー） 

 

【教育理念・目標】 

本研究科は，教員養成の先端的役割を担うことを目的に，確かな理論と優れた実践的能力を備えたス

クールリーダーの養成並びに学校づくりの有力なリーダーとなり得る指導力・展開力を備えた新人教員

の養成を通して，地域及び学校の教育力の向上に貢献することを目標としています。 

 

 これらの教員養成の目標に即して，本研究科では以下のような資質能力を有する学生を受け入れます。 

＜教育実践コース＞ 

① 学部卒院生については，教職への意欲が明確であり，教員としての基礎的・基本的能力を十分に備

えていること，授業実践の改善に向けた向上心が旺盛であること，状況分析能力やその分析結果を具

体的実践につなげるだけの実行力と，柔軟な思考力と論理的展開能力に加えて他者と協調して向上で

きるだけの豊かな人間性とコミュニケーション能力を有すること。 

② 現職教員院生については，本研究科で学ぶ目的及び教員としての使命の自覚が明確であり，その上

で授業実践の改善に向けた向上心が旺盛であること，状況分析能力やその分析結果を具体的実践につ

なげるだけの実行力と，柔軟な思考力と論理的展開能力に加えて他者と協調して向上できるだけの豊

かな人間性とコミュニケーション能力を有すること。 

 

＜学校経営コース＞ 

本研究科で学ぶ目的及び教員としての使命の自覚が明確であり，その上で勤務校においてスクール

リーダーとしての役割を果たし得るリーダーシップ，状況分析能力やその分析結果を具体的実践につな

げるだけの実行力，柔軟な思考力と論理的展開能力に加えて他者と協調して向上できるだけの豊かな人

間性とコミュニケーション能力を有すること。 

 

 

【教育内容・特色】 

・現職教員の勤務校の学校課題を授業題材に据えることにより，理論と実践の緊密な往還のもとで学

ぶことができます。 

・複数の現職教員院生の勤務校での履修を通して，学校の多様な実情を学ぶことができます。 

・教育委員会・学校と大学との連携・協働により，教職全体を通じて学び続ける教員を支援します。 

  



【求める学生像】 

＜教育実践コース＞ 

［一般選抜］ 

・教職への意欲が旺盛で，教員としての基礎的・基本的能力を十分に備えている人 

・学校現場が抱える様々な課題に対する知見をもち，解決しようとする意欲が旺盛な人 

・学校の教職員との協働の上に自らを向上させ，課題解決に取り組む姿勢のある人 

 

［現職教員選抜］ 

・本研究科で学ぶ目的及び教員としての使命に対する自覚が明確な人 
・学校現場が直面する課題を解決・克服するための高度な教育実践力を身に付けようとする意欲が旺

盛な人 

・学校の教職員との協働の上に自らを向上させ，課題解決に向けた実践の構想･実施・検証に取り組

む姿勢のある人 

 

＜学校経営コース＞ 

［現職教員選抜］ 

・本研究科で学ぶ目的及び教員としての使命に対する自覚が明確な人 
・学校経営に関する総合的かつ高度な知見を身に付けようとする意欲が旺盛な人 

・学校の教職員及び地域社会との協働により，自校の課題を組織的に解決するマネジメント能力と

リーダーシップ向上への意欲が旺盛な人 

 

 

【入学者選抜の基本方針】 

［一般選抜］ 

教育に関わる小論文，研究計画に基づく口述試験，出願書類に基づき総合的に評価します。 

[現職教員選抜] 

   研究計画に基づく口述試験及び教育実践の論文や記録等，教育実践の成果をはかりうる出願書類

に基づき総合的に評価します。 
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 人 選抜  

⑴ 人  

人

２

教育実 発
教育実

人 人
学

   ， ２ を合わせて定 （ 人）に しなかった場合は， 年

      ２ ３ に ３ を行います。

 ⑵ 選抜 分

   のとおり，教育実 及び学 に なります。

選抜 分 験者の 分

教育実
一 選抜 学 業生等

職教 選抜 職教

学 職教 選抜 職教 ・ ２

 職教 とは，学 教育法 に 定する学 に 職する常勤の教 で 職（教 の

分）のまま， 教育 会等所 長の 同 を けて出願する者をいいます。（

学 修学 業制度を利用する方 職教 に みます。）

２ 学 教育法 に 定する学 のうち， 等 等教育において 年 上（常勤）の教

育 験を有すること。

教育 験年 数の 定等について

 の期間は教育 験年 数に みます。

① 常勤の職については，勤務 が常勤の職 と同等である期間

② 支援教育と関連のある施 ・ 関・教育 関等の の職 としての期間

      なお，教育 験年 数は 年３ で 出し，教育 験年 数の 数が

の場合は， に り上 て計 してください。

  また， 職期間は教育 験年 数に 入しないでください。

  

－１－



 入学者選抜に  

   

事          程

・出願資格 査申請期限（ 当者のみ） 

出願資格については，３ を 認してください。
年 ３ （ ）まで 

・出願期間 

出願の については， を 認してください。
年 （ ） （ ）

・ 験 の発 （ 定） 年 （ ） 

・入学者選抜試験 

入学者選抜方法については， を 認してください。
年 （ ） 

・合格者発表 

については， を 認してください。
年 （金） 

・入学手続 

合格者に 知をします。
年 （ ） （金）

   

事          程

・出願資格 査申請期限（ 当者のみ） 

出願資格については，３ を 認してください。
年 ２ （ ）まで 

・出願期間 

出願の については， を 認してください。
年 （ ） （金）

・ 験 の発 （ 定） 年 （金） 

・入学者選抜試験 

入学者選抜方法については， を 認してください。
年 （ ） 

・合格者発表 

については， を 認してください。
年 （金） 

・入学手続 

合格者に 知をします。
年 （ ） （金）

－２－



  

出願資格は， の入学者選抜 分 に るとおりです。それ れの 分における出願資格を 認

してください。

⑴ 一 選抜

の①から のいずれかに 当する者

① 学 教育法（ 年法 ） に定める 学を 業した者及び 年３ ま

でに 業 みの者 

② 学 教育法 の 定により学 の学 を授 された者及び 年３ までに授

される みの者 

③ において，学 教育における 年の課程を修了した者及び 年３ までに修了

みの者

④ の学 が行う 教育における授業科 を が において履修することにより当

の学 教育における 年の課程を修了した者及び 年３ までに修了 みの者

⑤ が において， の 学の課程（その修了者が当 の学 教育における 年の課程

を修了したとされる のに限る。）を有する のとして当 の学 教育制度において

付けられた教育施 であって， 科学 が に指定する のの当 課程を修了した者及び

年３ までに修了 みの者 

 の 学その他の の学 （その教育研究 等の総合的な について，当 の

又は関係 関の認 を けた者による を けた の又はこれに準ずる のとして

科学 が に指定する のに限る。）において，修業年限が３年 上である課程を修了する

こと（当 の学 が行う 教育における授業科 を が において履修することにより

当 課程を修了すること及び当 の学 教育制度において 付けられた教育施 であ

って， 科学 が に指定する のの当 課程を修了することを 。）により，学 の

学 に 当する学 を授 された者及び 年３ までに授 される みの者

 修学 の 課程（修業年限が４年 上であることその他の 科学 が定める 準を

たす のに限る。）で 科学 が に指定する のを 科学 が定める 後に修了

した者及び 年３ までに修了 みの者 

 科学 の指定した者（ 年 ） ２

 学 教育法 ２ の 定により 学 に入学した者であって，当 者をその後に本研

究科において， 学 における教育を けるに さわしい学 があると認めた の

 本研究科において個 の出願資格 査により，上 ①に定める者と同等 上の学 があると認

めた者で， 年３ までに に する の

 出願 に，出願資格 査を行いますので， の ４ 出願資格 査 を してくださ

い。 

２ 科学 の指定した者（ 年 ）に 当する者は， 教育職

法による 学 ， 学 ， 等学 しくは の教 しくは 教 の 修

又は一 を有する者及び 年３ までに みの者で， 年３

までに に する の 等です。 

⑵ 職教 選抜

一 選抜における出願資格を有する者のうち 職教 である の

－３－



  学 に 者 の た に いて 1

の 者  

  

出願資格（３ ）のうち③，④， ， ， により出願しようとする者は，出願 に出願資格 査

を行いますので， の 書類を一 して 出してください。

⑴ 申請期限

年 ３ （ ）（ ） 

２ 年 ２ （ ）（ ） 

の場合， 付時間は 時から 時までです（ ， を く）。 

の場合，上 期限に です。

⑵ 書類

出願資格③，④， ， によって出願する者

書 類 等 
出 願 資 格 

③，④   

1   
所定用 。本 に 付の のを 用してください。

   

 履  
所定用 。本 に 付の のを 用してください。

   

 修  
本。 学 の 籍した（ 籍している） 関の 関長等が 成し

た のを 出してください。

   

4  学 学期  
本。 学した 学の 学長等が 成した のを 出してください。

また， 学した 学の教育課程等の 業に する年数， 業に する

数，成績 準が分かる資料 出してください。

   

5  学 た 学の履修の  
授業内 一 。

   

 履修 の た  
履修 であるが 書に成績が されていない授業科 及び を

みます。 

   

   
（ ４ ）。業績等ある者は 出してください。 

   

 用  
事 査の を 知します。 

長 ３ の封 に 料金を 手（ 年 ）

を 付し， の ，住所及び氏名を してください。 

   

・ により 成された のは 本 （ ４ で ）を 付してください。

の て い  

・ に て，その他関係書類の 出を める場合があります。

  

－４－



出願資格 によって出願する者  

学教育学 教職支援係（ （ ） ） い合わせの上，同係の指 する書類

を 出してください。 

⑶ 出

 ２の  

学教育学 教職支援係 

（ ）  

する場合は， ず 書 とし，封 の表に 学 教育実 学研究科出願資格 査

申請書類 と 書きしてください。

 査の

査の は，申請者あてに により 知します。出願資格 有 と認定された者は，入学

定料を り み，出願手続を行ってください。

 長期履修制度 用 た の取 について 

教 者は，長期履修制度（同制度の は， を ）を 用した履修を とし

ます。本学教育学 が する教 に な授業科 を履修し修 した後に，教職 学

の教育課程の履修を することになります。 

的な履修計画については，入学試験合格後の履修 によって 定しますが， 理のない履修

をするには，入学 に 取 に 取  

長期履修制度を 用し，教 （ ）を 希望の者は， の で， の３ の

書類を 出願います。 

⑴ 出期限 

年 ３ （ ）（ ） 

２ 年 ２ （ ）（ ） 

の場合， 付時間は 時から 時までです（ ， を く）。 

の場合，上 期限に です。

⑵ 出書類 

① 年度 学 学 教育実 学研究科入学願書の し（ ての を 入 みの の）

②学 に関する 書 

 長期履修制度を 用して， を希望する ての ・教科に関する 学 に関する 書

③ 用封  

長期履修制度の 用の で 用します。 

長 ３ の封 に 料金を 手（ 年 ）を 付し， の

，住所及び氏名を してください。 

⑶ 出  

４⑶に同 。 

する場合は， ず 書 とし，封 の表に 教 のための長期履修制度

用に関する書類 と 書きしてください。 

 出書類に き，長期履修制度の 用の について します。 

－５－



 また，入学手続時に長期履修制度の申請が となります。 

  

⑴ 出願方法 

の場合， の入学願書等の出願書類等を りそ え，本 に 付の指定封 （出願書類等

出用封 ）を 用して，⑶の 出 に書 により してください。

の場合，⑵の期間（ 付時間は 時から 時。 ， を く。）に⑶の 出 に 出し

てください。

⑵ 出願期間

1 4  

1 1  

⑶ 出

４⑶に同 。 

 出願書類等

分 
書 類 等             

願
者

が

出

① 入 学 願 書 

     験    

         

    

本 に 付の用 を 用してください。 

なお， 学 用 を所定の に 実に

ってください。 取扱 の てい

て い は，出願 ３か 内に した の（

４ ， ３ の上 ･ ･ き）を 験 ， に り付け

てください。 

入学願書の 入方法については， の 所定用 入学願書

（ 入上の ） を ください。 

② 業 み 書 出 （ 学） 学長（ 学を 業していない者は 学 の学 長）

又は学 長が 成した の。 

③ 成 績 書 等  出 （ 学） 学長（ 学を 業していない者は 学 の学 長）

又は学 長が 成し， 封した の。 

の 学 業者等は，成績 書等の 本を 出してください。 

④ 定 料 

      

本 に 付の 学 学 学 入学

者

学 用 に 事 を 入し， の に の

うえ， り さずに りの金 関（ うち 行を く。）に

し， 所定の 定料を り んでください（

での はできません）。 の に 取扱

に を けてください。なお， 手数料は， 願者本人の と

なります。 

人氏名 は， 者 人の 入 て い

定料の みは， ず の期間内に行ってください。（金 関

の 業 に みはできません。） 

 

1 4 15  

 

1 1 1 15

⑤ 定料納付 書 

（ 学 出用） 

の た 学

用 入学 の の に て い 取扱 の

てい て い
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願
者

が

出

 用 封 ３  本 に 付の３ 類の 用封 （それ れに， 願者本人の  

・住所・氏名を してください。）を 出してください。 

験 付用（ 入学試験関係書類 封 ， 料金

を 手（ 年 ）を ってください。）

合格 知用（ 知書 封 手を る はありま

せん。） 

入学手続書類 付用（ 入学関係書類 封 手を

る はありません。） 

 研 究 計 画 書 本 の （本 は本研究科 に しており， での

成 ）により，入学後の研究計画（ 及び方法など）について，

望 及び 標（ に付けたい ， したい課 など） め

て の でまとめてください。 

２ 内で 成（２ となる場合， を

より し， 入 を 長してください）。 

で 成する場合は， を 上にしてくだ

さい（ 表等はこの限りではありません）。 

当
す
る

願
者
が

出

 職 期 間 書 者の 者は 出してください。 

本 に 付の用 を 用し， で を けてください。 

 験 同 書 の 者は 出してください。 

学 学 教育実 学研究科 の 験を同 する旨の内 で，

で を けてください（ ）。 

所 関（教育 会等）から 学 学 教育実 学研

究科長 に 付がある場合は， 出 です。 

２ 学 修学 業制度を利用する方は，出願時の 出は で

す。ただし，内定 知書が発行され ，すみ かに しを

出してください。 

 これまでの教育実 の

及び教育実 の

等 

の 者は 出してください。 

教育実 の は， （ ４ ）で 成してください。 

また，これまでの教育実 について，指導の え方，指導の

及び成 を できる の（学会 の ， 研究会の実 報

資料，学 など。３ まで。 。）を 付してくだ

さい。 

出書類は しないので， に て を っておいてくだ

さい。

 教 育 職  

授 書  

い 者 てい 者は，授 された

教育 会から 付された授 書を 出してください。 

 教 育 職  

書 

い 者 取 の者は， 籍して

いる 学の 書を 出してください。

 学 授 書 
３出願資格 の②により出願し， 学 支援・学 授 から

学 の学 を授 された者は，その 書を 出してください。 

 学 授 申 請 書 の 

理 書 ３出願資格 の②により出願し， 学 支援・学 授 から

学 の学 を授 される みの者が 出してください。 

（ については， 学 支援・学 授 が発行した の。 に

ついては 籍する 期 学長又は 等 学 長が 成した の。）

 期 学の 科また

は 等 学 の

科の修了 書 

・出願 理後の の は認めません。

・ により 成された のは 本 （ ４ で ）を 付してください。

の て い  
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 入学者選抜  

入学者の選抜方法等は， のとおりとします。

⑴ 一 選抜

  一 選抜は，教育に関わる 及び研究計画に く 試験を課します。

  及び 試験の びに出願書類に き，総合的に 定します。

  なお， ， 試験において一定 準に しない者は， 合格とします。

⑵ 職教 選抜

  職教 選抜は，研究計画に く 試験を課します。

  試験の 及び出願書類に き，総合的に 定します。

  なお， 試験において一定 準に しない者は， 合格とします。

⑶ 試験期 及び試験場等

分 試験期  選抜 分 試験科  時 間 試験場 

 年  

一 選 抜 
  

学 

教 育 学  

試験  

職教 選抜 試験  

２  年  

一 選 抜 
  

試験  

職教 選抜 試験  

  験 内は， 験 付の に同封します。 

  がい等を有する入学 願者の事  

がい等を有する入学 願者で， 験上及び修学上の を希望する者は， により本学と

してください。

また，健康上の理 により，試験当 に を 用できない場合 ，事 に してください。

① の期限

年 ３ （ ）まで。 

２ 年 ２ （ ）まで。 

ただし，事 の準 を とする場合がありますので，できるだけ い時期に してくだ

さい。

なお， の期限後に， が となった者は， 連絡 に い合わせてください。

② の方法

申請書（所定用 ）を請 の上， の 書等 書類を 付し， 出してください。
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に て，本学において 願者及び関係者等と を行います。

③ 連絡 ・申請書請

４⑶に同 。 

 合格者発表

   年 （金） 

   ２ 年 （金） 

時 に，合格者の 験 を 学 学 教育実 学研究科の

（ ）に します。合格者には合格 知書を 付しま

すので， ず 認してください。

なお，合 に関しての 等による い合わせには一 ません。

     

験に関する 事  

⑴ 出願書類 出後の 事 の は認めません。

⑵ 試験に な 事 については， 験 付の に同封する 験 内 を してください。

⑶ 行 について

① のことをすると 行 となります。 行 を行った場合は，その場で 験の と

を られ，それ 後の 験はできなくなります。また， 験したす ての科 の成績を と

します。

・入学願書， 験 ， ， 用 に に の 入（ 験 ， に本人 の

を ること 用 の本人 の名 ・ 験 の 入など。）をすること。

・ （ ・ 書・他の 験者の 等を ること，他の人から え

を教わることなど。）をすること。

・他の 験者に えを教えたり の手 けをすること。

・試験時間 に， を試験 から ち出すこと。

・ 用 を試験 から ち出すこと。

・ は め。 の指 の に， を いたり を めること。

・試験時間 に， ， ， 書， ，

， 等の 類を 用すること。

 については， に していれば 用している のとします。（試験時間 ， ・

等により 等を 用したい場合は，事 に ください。

・試験時間 に， ち みを された の の （定 ， ， 等）を 用す

ること。

・ め。 の指 に わず， し を っていたり を続けること。
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② 上 ① に ， のことをすると 行 となることがあります。指 等に わず， 行

と認定された場合の いは，上 ①と同 です。

・試験時間 に， ち みを された の の （定 ， ， 等）及び

， 等の 類等をかばん等にしまわず， に け

ていたり手に っていること。

・試験時間 に ， ，時計等の （ ・ ・

など）を長時間 らすなど，試験の 行に な を えること。

・試験に関することについて， 他の 験者を利するような の申出をすること。

・試験場において他の 験者の となる行 をすること。

・試験場において試験 者等の指 に わないこと。

・その他，試験の を なうおそれのある行 をすること。

その他の 事  

⑴ 出願書類及び 納の 定料は しません。

ただし， 定料 み後，出願期間内に出願書類を 出しなかった場合は，当 定料（

）を します。

定料の については， を ください。

 
なお， となった から 年 内に の申し出がない場合は， 請 を した の

とさせていただきます。

⑵ の について

① 修 を するためには， を ，又は所 資格を たす があります。

② 修 の教育職 の を希望する場合， によっては標準修業年限内で

できないこと ありますので してください。

 入学  

  入学手続の は， のとおりです。 は，合格者に までに 知します。

 ⑴ 入学手続期間 年 （ ） （金） 

 ⑵ 入学手続時に する

   入学料  定額
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1   

  年額  （ 期分 ，後期分 ） 定額  

  授業料は，入学後， き としによる納付となります。

  ２ 授業料の納付方法の については，合格者に 知します。

  ３ 学 に授業料 定が行われた場合には， 定時から 授業料が 用されます。

11 入学  

のいずれかに 当し，入学手続期間内に所定の申請を行った者について，選 の上，入学料の

額又は 額を する制度があります。

① 的理 により，入学料の納付が しく であり，かつ，学業 と認められる者 

② 入学 年 内において，本学に入学する者の学資を として している者（ 学資

者 という。）が し，又は本学に入学する者 しくは学資 者が 等の を け

たことにより，入学料の納付が しく であると認められる者 

③ 上 に準ずる場合であって， 当の事 があると認められる者 

また，入学料 （ 納）の制度 あります。

1   

のいずれかに 当し，入学後，所定の期間内に申請を行った者について，選 の上， 期（ 期・

後期）に授業料の 額又は 額を する制度があります。

① 的理 により納付が であり，かつ，学業 と認められる者

② 授業料の当 期の納付 か 内（ 入学者に する入学した の する期分の に係る

場合は，入学 年 内）又は納期 に，学資 者が し，又は学生 しくは学資 者が

等の を け，納付が しく であると認められる者

③ 上 に準ずる場合であって，学長が 当と認める事 がある者

また，授業料 （ 納又は 割分納）の制度 あります。

1  学 制度

本学生支援 には，学業・人 と に れた学生で， 的理 のため修学 であると認め

られる者に し，奨学金を する制度があります。

この奨学金は，本人の申請に き，学業成績，研究 及び の 的事情等を 査し，選

の上， 本学生支援 に し， 定される のです。
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14 長期履修制度について

学生が職業を有しているなどの事情により，標準修業年限（２年）を超えて一定の期間にわたり計

画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは，その計画的な履修を認めるこ

とができる制度です。

長期履修制度を利用する場合は，入学手続期間内に申請を行わなければなりません。出願時に申し

出のあった方には，入学手続き書類に申請書を同封しますので，忘れずに手続きを行ってください。

⑴ 資格

職業を有している者（常勤の者）等

⑵ 長期履修期間

標準修業年限（２年）＋２年（上限）

本研究科の場合は，３年又は４年の長期にわたる教育課程の履修を認めることができます。

⑶ 授業料

標準修業年限（２年）分の授業料総額を計画的に履修することを認められた一定の期間の年数で

分割して納付することができます。

15 入学者選抜に用いた個人情報の取扱い 

⑴ 出願に当たってお知らせいただいた氏名，住所その他の個人情報については，①入学者選抜（出

願処理，入試実施），②合格発表，③入学手続，④入学者選抜方法等における調査･研究，分析及び

⑤これらに付随する業務を行うために利用します。

⑵ 入学者選抜に用いた試験成績の個人情報は，入学者選抜方法等における調査・研究，分析を行う

ために利用します。

⑶ 出願に当たってお知らせいただいた個人情報及び入試成績は，合格者のみ入学後の①教務関係

（学籍，修学指導等），②学生支援関係（健康管理，奨学金申請等），③授業料等に関する業務を行

うために利用します。

なお，個人情報のうち，合格者の氏名及び住所については，本学の同窓会からの連絡を行うため

に利用する場合があります。
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